
 

令和７年９月亀山市議会定例会提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 
                              頁 

議案第６０号 亀山市議会議員及び亀山市長の選挙における 

選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条 

例の一部改正について・・・・・・・・・・・・１ 

議案第６１号 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

等の一部改正について・・・・・・・・・・・・２ 

議案第６２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について・・４ 

議案第６３号 亀山市公共下水道条例の一部改正について・・・５ 

議案第６４号 亀山市農業集落排水処理施設条例の一部改正 

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
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件   名  

亀山市議会議員及び亀山市長の選挙に

おける選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例の一部を改正する条例 

選挙管理委員会 

事 務 局 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部が改正され、衆議院

議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用ビラ等の作

成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことから、これに準じ

て亀山市議会議員及び亀山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成等に係

る公費の支払の限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払の限度額を引き上げます。  

＜第２条及び第６条関係＞  

 改正後  現行  

選挙運動用ビラの１枚当たり

の作成単価  
８円３８銭  ７円７３銭  

（２）選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払の限度額を引き上げます。  

 ＜第５条関係＞  

 改正後  現行  

選挙運動用ポスターの１枚当

たりの作成単価  

（５８６円８８銭  

×掲示場の数＋  

３１６，２５０円）  

÷掲示場の数  

（５４１円３１銭  

×掲示場の数＋  

３１６，２５０円）

÷掲示場の数  

３ その他  

施行日は、公布の日とし、施行日以後に選挙期日（投票日）を告示される

選挙について適用します。  
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件   名  
亀山市職員の勤務時間、休暇等
に関する条例等の一部を改正す
る条例  

総務財政部 
総 務 課 
医療センター地域医療部 
病院総務課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

国家公務員について仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向

確認等について整理されたこと及び地方公務員の育児休業等に関する法律（  

平成３年法律第１１０号。以下「法」といいます。）の一部が改正され部分

休業の取得パターンの多様化が図られたことに伴い、所要の改正を行うもの

です。  

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年亀山市条例第

３１号）について、次のとおり改正します。  

（１）妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対し、仕事と育児との

両立に資する制度又は措置（以下「制度等」といいます。）の周知及び

制度等の請求等の意向を確認するための措置を講ずることとします。  

＜新第１８条の２関係＞ 

（２）その他規定の整理を行います。 ＜第１６条及び第１８条の３関係＞ 

≪第２条による改正≫ 

亀山市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年亀山市条例第３２号）

について、次のとおり改正します。  

（１）部分休業※をすることができる非常勤職員の条件から、勤務日ごとの勤

務時間を削ります。 ＜第２１条関係＞  

  ※当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間

の全部又は一部について勤務しないことをいいます。  

（２）現行の「１日につき２時間を超えない範囲内」の部分休業について、  

勤務時間の始め又は終わりに限り承認を可能とする取扱いを廃止します。  

＜第２２条関係＞  

（３）法第１９条に新たに加えられた「１年につき条例で定める時間を超え

ない範囲内」の部分休業について、その承認は、１時間単位で行うもの
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とします。 ＜新第２２条の２関係＞  

（４）法第１９条第２項に規定する条例で定める１年の期間は、毎年４月１

日から翌年３月３１日までとします。 ＜新第２２条の３関係＞  

（５）法第１９条第２項に規定する条例で定める時間は、（４）の期間につ

き、次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる時間とします。  

ア 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分  

イ 非常勤職員 １日当たりの勤務時間数に１０を乗じて得た時間  

＜新第２２条の４関係＞  

（６）法第１９条第３項に規定する部分休業の申出をした職員が申出内容の

変更をすることができる特別の事情を定めます。  

 ＜新第２２条の５関係＞  

（７）部分休業の承認の取消事由について、（６）による変更を行ったとき

に改めます。 ＜第２４条関係＞  

（８）その他規定の整理を行います。 ＜第３条及び第２３条関係＞ 

≪第３条による改正≫ 

 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２７年亀

山市条例第３７号）について、部分休業の取得パターンの多様化に伴う規定の

整理を行います。 ＜第１９条関係＞ 

３ その他  

（１）施行日は、公布の日とします。  

（２）この条例の施行日から令和８年３月３１日までの間における第２条の規

定による改正後の亀山市職員の育児休業等に関する条例第２２条の４に規

定する第２号部分休業の適用については、第２号部分休業の請求できる時

間の上限を次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる時間とします。  

ア 非常勤職員以外の職員 ３８時間４５分  

イ 非常勤職員 １日当たりの勤務時間数に５を乗じて得た時間  
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件   名  
亀山市水道事業給水条例の一部

を改正する条例  

上下水道部  

上 水 道 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

令和６年１月の能登半島地震において生じた指定給水装置工事事業者の不

足による給水設備等の復旧遅延を踏まえ、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４５条の４第１項に基づく技術的助言として、災害その他非常の場

合には、市長が他の市町村長若しくは水道事業管理者（以下「他の市町村長

等」といいます。）又は他の市町村長等が指定した者に給水装置工事を行わ

せる必要があると認めるときは、他の市町村長等又は他の市町村長等が指定

した者が当該工事を行うことを可能とし、早期の復旧に対応できる給水装置

工事事業者を確保する必要があることが国から示されました。 

これに伴い、本条例に規定する給水装置工事の施行においても同様の取扱

いとするため、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

災害その他非常の場合において、他の市町村長等又は他の市町村長等が指

定した者であっても給水装置工事を行うことができることとします。 

＜第６条関係＞ 

３ その他  

施行日は、公布の日とします。  
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件   名  
亀山市公共下水道条例の一部を

改正する条例  

上下水道部  

下 水 道 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

令和６年１月の能登半島地震において生じた指定工事店の不足による排水  

設備等の復旧遅延を踏まえ、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５

条の４第１項に基づく技術的助言として、災害その他非常の場合には、市長

が他の市町村長又は公共下水道事業管理者（以下「他の市町村長等」といい

ます。）の指定工事店に排水設備等の新設等の工事を行わせる必要があると

認めるときは、他の市町村長等の指定を受けた者が当該工事を行うことを可

能とし、早期の復旧に対応できる指定工事店を確保する必要があることが国

から示されました。  

これに伴い、本条例に規定する排水設備等の新設等の工事の施行において

も同様の取扱いとするため、所要の改正を行うものです。  

一方、地方公営企業は独立採算制が原則ですが、亀山市下水道事業会計に

おいては、一般会計からの繰入金で不足分を補っており、国の使用料水準（  

１㎥当たり１５０円）を下回る現行の使用料体系では繰入金が年々増加する

見込みです。このことから、公共下水道使用料の見直しが必要と判断したた

め、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）災害その他非常の場合において、他の市町村長等の指定を受けた者であ

っても排水設備等の新設等の工事を行うことができることとします。  

＜第８条関係＞  

（２）基本使用料金及び従量使用料金を次の表のように見直すとともに、使用

料算定時の端数処理を行わないこととします。  

＜第２５条及び別表第３関係＞  
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基本使用料金 
改正後（５㎥まで） 改正前（１０㎥まで） 

１，１００円 ９９０円 

 

従量使用料金 

１㎥につき 

汚水の量 改正後 改正前  

６㎥～１０㎥ ２２円 － 

１１㎥～２０㎥ １６５円 １４８円 

２１㎥～３０㎥ １８７円 １６５円 

３１㎥～５０㎥ ２１４円 １８７円 

５１㎥～１００㎥ ２４７円 ２１４円 

１０１㎥～５００㎥ ２８６円 ２４７円 

５０１㎥～ ３２４円 ２８０円 

３ その他  

（１）施行日は、令和８年４月１日とします。ただし、第８条の改正規定は公

布の日から施行します。  

（２）施行日前から継続して公共下水道を使用している場合の令和８年４月分

の下水道使用料については、改正後の別表第３の規定にかかわらず、なお

従前の例によるとする経過措置を設けます。  
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件   名  
亀山市農業集落排水処理施設条

例の一部を改正する条例  

上下水道部  

下 水 道 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

農業集落排水事業の処理場１４施設のうち、田村地区浄化センターにより

汚水を処理する区域（以下「田村地区」といいます。）を令和９年度から公

共下水道区域とすることに伴い、所要の改正を行うものです。  

一方、公共下水道と農業集落排水処理施設の使用料が異なることに対し、

公平性の観点から農業集落排水処理施設使用料の見直しが必要と判断したた

め、所要の改正を行うものです。  

さらに、亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号。以下

「下水道条例」といいます。）において、災害その他非常の場合には、市長

が他の市町村長又は公共下水道事業管理者（以下「他の市町村長等」とい

います。）の指定工事店に排水設備等の新設等の工事を行わせる必要がある

と認めるときは、他の市町村長等の指定を受けた者が当該工事を行うことを

可能とすることに伴い、本条例に規定する排水設備等の新設等の工事の施行

においても下水道条例と同様の取扱いとするため、所要の改正を行うもので

す。  

２ 改正内容  

（１）田村地区を公共下水道区域とすることに伴う田村地区浄化センターの廃

止のため、処理施設の設置及び施設の新規使用に関する規定から同処理場

に関する事項を削除します。 ＜別表第１及び別表第３関係＞  

（２）使用料体系を公共下水道と同一のものとするため、使用料に関する規定

を見直します。 ＜第２条、第１１条、第１２条及び別表第２関係＞  

（３）災害その他非常の場合において、他の市町村長又は農業集落排水事業管

理者の指定を受けた者であっても排水設備等の新設等の工事を行うことが

できることとします。 ＜第８条関係＞  

３ その他  

（１）施行日は、令和９年４月１日とします。ただし、第８条の改正規定は公
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布の日から施行します。  

（２）汚水の量の算定期間が施行日前後にまたがる期間（以下「対象期間」と

いいます。）の使用量は、汚水の量が対象期間の各日に均等であったもの

とみなし、施行日から施行日以後最初の使用水量の測定の日までの日数で

日割り計算することにより算定し、この場合における基本使用料金は、施

行日に使用を開始したとみなして算定する特例措置を設けます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


